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一般廃棄物収集運搬業の許可に付する生活環境の保全上必要な条件 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第十一項に基づき、松

山市内で一般廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者に対し、市長が許可の際に付する生活

環境の保全上必要な条件を次のように定め、告示日から適用する。 

 

 一般廃棄物の収集及び運搬を業として行おうとする者に対し、市長が許可の際に付する生活環境の

保全上必要な条件は、次のとおりとする。 

 

 一 松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第33号)

による改正後の松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第9条の規定を遵守すること。 

 二 市内で収集した一般廃棄物は、分別された廃棄物の種類に応じて、市が定める処分先へ搬入す

ること。また、市長の許可を受けずに積替え及び保管をしないこと。 

 三 市外で発生した一般廃棄物を市内に搬入しないこと。ただし、事前協議により市長が確認した

一般廃棄物は除く。 

 四 一般廃棄物を収集及び運搬するにあたっては、次表各号の条件を遵守すること。 

 

 種 類 条 件 

1 

粗大ごみ、特定家庭機器一般廃棄物、

スプリングマットレス等、可燃物で

90リットルのビニール袋に入らない

もの 

・塵芥車を使用しないこと。 

2 食品循環資源 

・他の一般廃棄物と区分して収集及び運搬すること。 

・収集及び運搬に使用する車両を船舶に載せる場合は、 

塵芥車又は保冷車等を使用すること。 

3 木くず、し尿及び浄化槽汚泥 ・他の一般廃棄物と区分して収集及び運搬すること。 

 

 


